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令和８年度町内会負担金の納入について 

 

新緑の候、皆様におかれましては益々ご健勝でお過ごしの事とお喜び申し上げます。 

日頃より、私ども三団体の事業推進に、格別なるご理解とご協力をいただき心よりお礼申

し上げます。 

さて、今年度の町内会負担金納入通知書を送付させていただきます。  

負担金額の算定基準である町内会戸数は、４月３０日までにご提出いただいた町内会役

員届をもとに算定しております。 

町内会負担金は、皆様の住みよい地域社会をつくるため有効に活用させていただいてお

ります。負担金の納入につきまして、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。  

 

記 

１ 負担金納付書 

  封筒に入れて同封しております。 

 

２ お支払い方法について 

 （１）金融機関 ※振込手数料はかかりません。 

    ①帯広信用金庫（市役所派出所を除く） 

    ②郵便局    

 （２）窓口払い 下記の各事務局の窓口でお支払いいただけます。 

     

【お問い合わせ】 

帯広市町内会連合会  

帯広市西５条南７丁目１番地 帯広市役所 ３階 市民活動課内 担当：赤池・鎌田・梶原          

電話：６５－４１３０  メール：active@city.obihiro.hokkaido.jp               

帯広市交通安全推進委員連絡協議会 

５階 危機対策課内 担当：相野・手塚・髙橋 

電話：６５－４１３１  メール：safety@city.obihiro.hokkaido.jp 

帯広市青少年育成者連絡協議会 

８階 学校地域連携課内 担当：浜田・松崎 

電話：６５－４１６２  メール：school_cooperation@city.obihiro.hokkaido.jp 


